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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

           認定工場向けメールマガジン vol.５（令和５年３月１５日） 

             （一社）日本冷凍食品協会 品質・技術部より 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  I N D E X  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．行政情報 

■くるみのアレルギー表示義務化 消費者庁 

   ■カシューナッツのアレルギー表示について 

 

2．当協会からのお知らせ 

■講習会情報 「WEB衛生管理計画作成講習会」の録画配信のご案内 

■特別指導業務のご案内 

 

3．事務局からのお知らせ（重要） 

■認定制度の事務手続きに関する内容（申請時の注意点など） 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

          ※ INDEX の各項目をクリックすると、該当記事にジャンプします。 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

１．行政情報 

■くるみのアレルギー表示が義務化されました（消費者庁） 

令和５年３月９日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示の義務表示の対象となる特定原材料に

「くるみ」が追加されました。なお、経過措置期間は令和７年（２０２５年）３月３１日までです。 

ポイントとして、約２年の経過措置期間がありますが、以下の対応・確認を早めに行う必要がありま

す。また、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった場合は、速やかに表示を行う必要があり

ます。 

・原材料・製造方法の再確認 

・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認 

・必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を

行うこと（※検査方法の変更点については、以下リンク（別紙）食品表示基準 新旧対照表内参照） 

 

○食品表示基準の一部を改正する内閣府令（令和５年３月９日付け内閣府令第 15号） 

食品表示基準の一部を改正する内閣府令（消費者庁） 

 

○「食品表示基準について」の一部改正について（令和５年３月９日付け消食第 102 号） 

「食品表示基準について」の一部改正について 

 

○「 アレルゲンを含む食品に関する表示」「 アレルゲンを含む食品の検査方法」の追加他 

（別紙）食品表示基準 新旧対照表 (caa.go.jp) 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_05.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_09.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_10.pdf
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○「食品表示基準 Q&A」の一部改正について（令和５年３月９日付け消食第 103号） 

「食品表示基準Ｑ＆Ａ」の一部改正について 

食品表示基準Ｑ＆Ａ（新旧対照表） 

 

■「カシューナッツ」のアレルギー表示について 

今回、くるみが義務表示化されたことにあわせて、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が

認められるカシューナッツ（推奨表示対象）についても注意喚起が出されています。まだ、推奨表示に対

応されていない事業者はご注意ください。 

 

○くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて 

(令和５年３月９日事務連絡 消費者庁食品表示企画課) 

くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて  

 

■参考情報：消費者庁ホームページ 

食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp) 

食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁 (caa.go.jp) 

先頭に戻る 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

２． 当協会からのお知らせ 

■WEB衛生管理計画作成講習会（オンライン講習会） の録画配信のご案内 

令和４年７月２１日に実施した第３回 WEB衛生管理計画作成講習会を録画した動画を用いて、会員

の皆様の都合の良い時間に学習できるオンデマンド形式で４月末迄公開します。初めて受講される方の

ほか、既に受講済の方の復習用としてもご利用ください。申込方法等については近日中に別途メールで

ご連絡します。 

先頭に戻る 

■特別指導業務のご案内（再掲載） 

前回に続き、再度のご案内となります。新しく配属された検査担当者への教育・指導や、検査技術の

見直しの際の参考として、是非とも活用ください。詳細については、別紙「特別指導のご案内」をご覧くだ

さい。（工場負担は交通費のみです。） 

また、当該業務を具体的に解説する WEB講習会を、来年度上半期を目途に計画中です。準備が整い

次第、案内します。 

先頭に戻る 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

３．事務局からのお知らせ（再掲載）・・・特に青字部分をご確認ください 

■認定制度の事務手続きに関する内容 

・ 更新認定手続き 

対象工場の皆様には、８ヶ月前に更新申請案内を送付していますので、到着後、早めに申請をお願

いします。 

 

 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_19.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_20.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_230309_03.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/


3 

 

 

 

・ 製造範囲の変更、拡大の申請 

   現在認定を受けている作業場の面積拡大、製造工程の増設、用途の変更等のほか、品質に影響を

及ぼす設備の増設、更新、配置変更を行う場合は、事前に様式 5.2「同一認定品目の認定範囲、追加

に関する依頼書」を提出し、調査後、その結果を審査する必要がありますので、変更等の計画がある

場合は、早めに相談・申請をお願いします。 

 （注意事項） 

当該申請後の対応として、通常は、申請後、事務局で書類審査を行い、その後、（一財）日本食品

検査の調査に伴う製品検査（微生物試験で培養時間が必要）及び調査報告書作成作業などあり、審

査・承認までに２週間程度必要です。そのため、本生産間近になってご相談いただいた場合には、希

望の日程で調査や審査ができないこともありますので、十分にご注意ください。 

 

   

・ 認定品目の追加   現在認定を受けている冷凍食品の品目に加え、新たに別の品目の認定を希望す

る場合は、様式５「認定品目の追加に関する審査依頼書」を早めに提出してください。なお、注意事項

については、製造範囲の変更、拡大の申請に同じ。 

 

・ 各種変更届 

   上記以外の施設・設備、品質管理責任者、工場長や補佐員の変更については、HPをご覧ください。 

 

※各種申請の流れ、申請書類様式、申請時の注意事項については、当会 HPをご覧ください。なお、

申請書類提出にあたり、捺印が不要な書類については、メールに添付いただいても構いません。 

また、３年度より、送付いただく書類は、各１部としていますのでお間違いなく。（以前は、各３部） 

 https://www.reishokukyo.or.jp/certification/application/ 

 

※上記に関するご相談については、品質・技術部まで、電話あるいはメールでご連絡ください。また、

Zoomを用いての相談や解説なども対応します。 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

先頭に戻る 

【お問合せ先】品質・技術部  電話 ：03-3541-3003  Email：jffa@reishokukyo.or.jp 

https://www.reishokukyo.or.jp/certification/application/
mailto:jffa@reishokukyo.or.jp

